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○武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則 

平成１８年３月１日 

規則第９５号 

改正 平成２７年１２月２５日規則第４１号 

平成２８年３月３１日規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（平成１８年

条例第１２６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（受給資格の申請） 

第２条 条例第６条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、重度心身障害

者医療費受給資格認定（更新）申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の申請の際には、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令（昭

和５０年厚生省令第３４号）第２条各号に規定する書類（ただし、第２号に規定する

書類を除くものとし、第３号に規定する書類については、様式第２号のとおりとする。）

を提出するとともに、重度の身体障害者については身体障害者手帳を、重度の知的障

害者については療育手帳を、重複障害者については身体障害者手帳及び療育手帳を市

長に提示しなければならない。この場合において、障害児福祉手当、特別障害者手当

又は福祉手当の受給者については、市長の確認をもって書類の提出に代えることがで

きる。 

（受給資格証の交付） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、条例第３

条に規定する助成対象者であると認めるときは、重度心身障害者医療費受給資格証（様

式第３号。以下「受給資格証」という。）を申請者に交付するものとし、受給資格が

ないと認めるときは重度心身障害者医療費受給資格認定（更新）申請却下通知書（様

式第４号）を申請者に交付するものとする。 

（受給資格証の更新） 

第４条 受給資格証は、毎年８月１日に更新するものとする。 

２ 受給資格更新の手続については、前２条の規定を準用するものとし、毎年７月１日

から同月３１日までの間に行うものとする。 
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（受給資格証の返還） 

第５条 受給資格証の有効期限が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格

を喪失したときは、受給資格者は、受給資格証を速やかに市長に返還しなければなら

ない。 

（受給資格証の再交付） 

第６条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、市長に対し重度心

身障害者医療費受給資格証再交付申請書（様式第５号）を提出し、再交付を受けなけ

ればならない。 

（助成の申請） 

第７条 条例第７条の申請は、重度心身障害者医療費助成申請書（様式第６号）による

ものとする。この場合において、高額療養費の適用を受ける者にあっては、高額療養

費受給状況及び受給額がわかる書類を添付するものとする。 

（変更の届出） 

第８条 条例第９条の規則で定める事項は、次のとおりとし、重度心身障害者医療費受

給資格変更届（様式第７号）により届け出るものとする。 

（１） 氏名 

（２） 住所 

（３） 条例第３条に規定する助成対象者としての要件 

（４） 医療保険の世帯主（被保険者、組合員）、記号、番号、名称、所在地、付加

給付及び損害賠償 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市重度心身障害者の医療費の助成

に関する条例施行規則（昭和５９年武雄市規則第３０号）、山内町重度心身障害者の

医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５１年山内町規則第４号）又は北方町重度

心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５８年北方町規則第１号）の

規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされ

た手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２７年規則第４１号） 
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この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

 


